
ほ ご し ゃ

l呆護者の
みなさま

皆様

こ          あんぜん  さいゆうせん

子どもたちの安全を最優先するために

～児童湛1律に餡する等緩の電菩晏発についてのご理解、ご託評がのお般い～

曼筈ユ絆 督によれば、角誓灌鴇
｀
に暫する藉獣張ぎ蘇粋顎は族繋として亀乱3

慣置にあり、椿に与どもの整器が誓われるなど窒誤
｀
な望袢も密をれたす

舞堅してしヽますと

掬誓灌鴇
｀
はだ饗整撚で解巽すべき槃晏∫な諧警となつてしヽます。

ほうりつ      がつこう

法律で は、学校は、 につと ヽ

し ゅ ひ ぎ む     ゆうせん

「守秘義務」 に優先 して速やかに「通告する義務」が定められています。

じ ど く  ヽ そ き つけん

そ して児童虐待 と思われる事案が発生 した場合は、子どもの安全のために

また、「横浜市子与質を選鴇
｀
から蓄る築諭山では、≒、清僕、撫蓄菩篇ぴ

餡撚穂楷零それそれの豊覗!を雫し、ど饗整撚で手ど七を選鴇
｀
から蓄るよう

語めてしヽます。

保言彗響の管額におかれましては、子どもの勢整を奪るため、学覆あ掬誓
ぎゃくたいはつけん  つう

虐 待 発 見 、通
こく     リ ダ〕`い

告へのご理:解
ほ ご し ゃ

、またt保護者
がっこう  れん

、学校が連 して子ども ち の

あんぜん  み ま も  たいせい            きょうりょく    ねが

安全を見守る体制づくりへのご協 力 をお願 しヽいた します。
よこはましきょういくしヽしヽんかい

令和 5年 横浜市教 育委員会

鮭 彊審肥 騨 酪 する騨

営5て 儀怪程
く
祥の朝購器鶴筋義鶏)

掌渓、梵篭箱在だ譲、鴇
う
鮮その危の)J蟹あ箔左に業普こ簡粽のある磁緻 び写桜の朝

う
織
く
賛、見蓬桑議涸だ譲

の釉
く
賛、崖請、棟楢請、井誓主その花覚篭宿社に騒遠

ゝ
量簡粽のある普は、児童虐

く
符を髪覧じやすぃ立場にあ

ることをV貴し、見極暴撃科
｀
の阜輔髪覧に雰めなければならない       .     ―

勢6て 0議邑奄
く
律に擦る電啓桑劫

児童虐
く
終
｀
を皇けたとはゎれる児童を整覧した響は、盤ゃかに、これを精澪紺、黙括舛業のま菩手る箱在Υ彦読

碧しくは催 稲談耕受は艦 婆童を外して常軒籍、翻 索の議菩する催流縫饒オ読砦しくは催 稲談耕に亀書

しなければならない



(や さしい日本語版)

お と 森  かた

六人の方ヘ

こ      あんぜん  まも

子どもの安全を守るために

学校は、虐待の可能性がある時は
く やくしよ  じど うそうだんしょなど  かなら  つた

区役所や児童相談所等に跡 す伝えます

よ こ は ま し                こ       ぎゃくたしヽ  ぼうりょく  しょくじ           だょど      かなら

横浜市では、みんなで子 どもを虐 待 (暴 力や食事 をあげない等 )か ら 隊
ま も

す會 ります。

虐待 されているかもしれない子 どもを見つけたとき、学校は 隊 ず、す ぐに区

役所や児童相談所等 に伝 えます。 これは国の法律です。

れ いわ  ねん        ねん    よこはましきょういくしヽいんかい

令不[15年 (2023年)横 浜市教 育委員会

国の法律 児童虐待の防止等に関する法律

第5条 (児童虐待の早期発見努力義務)

第6条 (児童虐待係る通告義務)



(中国語版)

各位家長

力了保)該子佃的安全

在戊現核子有被虐待的可能性吋

学校必須通報区政府和九童合洵所

在横漠市必奴要大家来保>7スタ子イ|]不 被虐待 (受 暴力或衣食住得不到照販

等 )。

在皮現了スタ子有被虐待的可能性 吋 ,学 校必奴 _弓 上通根 区政府和九童合洵

所。遂是国家法律所規定的。            '

2023年 横漠市教育委員会

日本国家法律 有美防止虐待九童的法律

第 5条

第 6条

(早期友現虐待九童的努力文分 )

(有夫虐待九童的通根又努 )



(英語版 )

Dear Parents and Guardians

Forthe safety and PrOtection Of Children

If slhools suspect abuse,

they arё required to repOrtit to

the ward offiё e or a child Counseling CenteL

in Yokohamal itls everyone's responsibilityキ to protect children from

abuse such as violencO,r¬ ainourishment,etc.

If sChoOIs suSpect that a child iS being abuSedlthey are required to

report it to the′ ward office or child counSeling center irnmediatety` 11's

federal law.

Y6kohama BoOК】of Education,2023

Japanese Federal Law  child Abuse Prevendon Act

Atticte 5 (ObligaJOn to Detect Child Abuse Eatty)
.Atticte 6 (ObligajOn to Notify Child Abuse)



(ベ トナム語版)

GDi dё n nhttng ngiLPDi10n)

Da bao ve an toan cho tre e市

Khithay tra c6 kha nとηo bi ngL″げC dal,nha trlPDng nhat

dinh phailien 19c vei cac n。▼inhv SD Hanh Chinh ho工 c

Co SD Tげ Van Nhi Dang

Or Thanh ph6 YOkohama,tat ca m9i ngLPDi nhat dinh phai bao ve trё  em kh6ng bi

tinh trano ngにPgc sai(chano h9n nhL″ gay b90 1Ψ c,hoこ O kh6ng cho cac emぅ n).

Khi phat hieh thay nhttnも em nao ё6 tha c6 kha nttng bi ngげ ?c dai,nha

trげ D口 g nhat dinh phai lie甲 19c ngay tap t,c v6西  cac nげ i nhtP SD Hanh

Chinh,hoaC co sD Tに ″Van Nhi Dttng.Dayla Luat CDa Qu6c Gia.

HOi Dy Vien Gitto DuCThanh Pha Yokohama nう m2023

国の法律 児童虐待の防止等に関する法律

第5条 (児童虐待の早期発見努力義務)

第6条 (児童虐待係る通告義務)



(ポル トガル語版 )

A todos os aduitos:

PARAA PROTEcAO E SEGURANcA D4S CRIANcAS

Quando houver alguma suspeita de abuSo,

as escolas infOrmarao as prefeit、 urasコ

。s centrOs de assistencih ao menoLetc.

Em Yokohama ё dever de todos assegurar a protecao das crianOas

contra os abusos como violencias, negligencias,etc.

ee a escola suspeitar que uma crianOa ё vitima de abuso,ira infOrmar

irnediatamente as prefeituras,os centros de assistencia aO rnenor,etc.

Isto ёsta determinadO por lei nacional do」 apao.

secretaria da EduCaOao de Yokohama, 2023

Lei Nacional  sObre a prevenOao do abusO infantil

Artigo 5 ((Dbttgacao de detectar precOcemente c abuso infantil)

Artig0 6  ((Dbttgacao de denunciar qualquer tipo dё  abusO infantil)


